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講演会「我が国の
　　　　財政について」

細溝金融庁長官による説明会

「犯罪の起きにくい
社会づくりに関する協定」の締結

８月20日（水）、財務部主催による講演
会「我が国の財政について」が開催され、
県内の経済界及び行政機関など多数の
方々にご参加いただきました。
この講演会は、我が国の財政事情や財
政をめぐる最近の動きなどについて、地域
の皆様に直接ご説明する機会として一昨年
度から実施しており、今年度は、財務省主
計局から井藤主計官（文部科学担当）を講
師としてお招きいたしました。
講演会では、我が国の厳しい財政の現
状について概説し、目下直面する少子高
齢化の進行と社会保障費の増加を踏まえ
た政府全体としての取組状況とともに、我

財務部では、10月９日（木）及び10日（金）
の２日間にわたり、金融行政に対する理解
を深めることを目的に、金融庁から細溝金
融庁長官を講師に迎え、那覇第２地方合同
庁舎において、「金融庁業務説明会」を開催
しました。
９日は経営支援の担い手及び商工会議
所等の借り手側の方々、10日は銀行及び
信用金庫の経営陣にご参加いただき、細
溝長官から『平成26事務年度金融モニタ

９月18日（木）、沖縄総合事務局は、
地域連携の一環として沖縄県警察本部
において、沖縄県警察本部及び沖縄県
銀行協会との３者で「犯罪の起きにく
い社会づくりに関する協定」を締結し
ました。
この協定は、近年多発している振り
込め詐欺など特殊詐欺を未然に防止す
ること等を目的とするもので、県内各
金融機関の協力を得ながら、金融機関
利用者への広報活動や声掛けなど被害
の未然防止活動などを行うものです。
本協定の取組として、現在、県内各
金融機関においては、高齢の金融機関
利用者等に対して「現金を送れ」、「必ず

が国の財政健全化目標、海外の財政事情、
平成26年度予算の特徴など多岐にわたる
トピックスについて、予算編成に直接携わ
る主計官としての経験も踏まえた説明が行
われました。
参加者からは「国の財政状況を確認で

き、今後の地方財政の展望が見えてくるイ
メージがついた」などの意見も寄せられま
した。
今後も財務部では、我が国の財政状況

や財政健全化に向けた政府の対応状況な
どについて、地域の皆様に、より一層理
解を深めていただけるような取組を進めて
まいります。

リング基本方針の概要（今事務年度におけ
る金融監督・検査の手法等）』や『中小企
業等に対する経営支援等の取組み』等に
ついての説明のほか、今事務年度は、政
府の取組である「『日本再興戦略』改訂
2014」における金融庁関連の施策について、
説明がありました。
説明会後に引き続き行われた意見交換

会においては、県内中小企業等の支援に
関して、地域金融機関がどのように経営

儲かる」など特殊詐欺によく使われる
キーワードを記載した「防犯チェック
シート」を活用した声掛けを行ってお
り、被害の未然防止につながるものと
期待されています。
協定締結式には、加藤沖縄県警察本

部長、金城沖縄県銀行協会会長及び河
合沖縄総合事務局長が出席し、河合沖
縄総合事務局長からはこの協定により
金融機関の利用者の財産の保護と取引
の安全・安心が確保され金融犯罪等の
発生が未然に防げるよう総合力を発揮
して連携を図っていきたいとの挨拶が
ありました。

支援の担い手等外部専門家と連携し、目
利き力を活かした支援を発揮できるか等、
地域の強みを活かした支援などについて、
各参加者と意見交換を行いました。
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子ども農山漁村交流プロジェクトセミナー

農業分野における障害者就労・雇用促進セミナー

景観法制定10周年

農林水産省、文部科学省及び総務省は、
小学生をはじめとする児童・生徒の学ぶ
意欲や自立心、思いやりの心を育み、力
強い子どもたちの成長を支える教育活動と

  沖縄地域の農業分野において、障害者
の雇用機会を拡大させる取組を推進する
ため、沖縄地域農業の障害者就労・雇用
促進ネットワーク(沖縄総合事務局、沖縄
労働局、沖縄県)の主催により、９月25日
(木)、沖縄県立博物館・美術館講堂にお
いて、セミナーを開催しました。
セミナーには、障害者の就労支援に関
わっている事業所やこれから取り組もうと
する事業者、農業者、関係機関等合わせ
て約130名の方々が参加されました。
基調講演では、講師に埼玉県から埼玉
福興株式会社代表取締役の新井利昌氏を

景観法は、我が国の都市、農村漁村に
おける良好な景観の形成を促進し、国民
生活の向上並びに国民経済及び地域社会
の健全な発展に寄与することを目的に平成
16年に制定され今年で10周年となります。
景観への関心の高まりとともに、県民の
多くが沖縄の魅力向上には歴史や文化を
感じるまちなみが必要と考えています。
「沖縄らしいまちなみ風景」を保存し維
持向上することが沖縄を訪れる観光客への
おもてなしにも繋がり、沖縄県の観光振興

して、また、都市と農山漁村の交流による
農山漁村の活性化を図る取組として、子ど
も農山漁村交流プロジェクトを連携して推
進しています。
９月18日（木）には、沖縄総合事務局、

沖縄県、地域協議会で構成する、沖縄地域
「子ども農山漁村交流プロジェクト」推進
連絡会の主催で、沖縄県立博物館・美術
館講堂において、「沖縄地域セミナー」を
開催し、教育関係者、観光団体、農林漁
家など120名の方々が参加されました。
本セミナーでは、群馬県みなかみ町で

子どもたちの体験学習を行っている「みな

お招きし、「ソーシャルファームが支える農
業・地域・雇用」というテーマで、農業
分野における障害者の就労・雇用の実態、
就労・雇用を進める上での課題とその対
応について、具体的な事例を交えながら
分かりやすく説明していただきました。
また、沖縄県内の取組状況について、
NPO法人サポートセンターゆめさき代表
の上江田紫寿江氏、社会福祉法人若竹福
祉会総合施設長の村田涼子氏及び支援ス
タッフの酒井鋭二氏からこれまでの取組と
今後の展望について報告していただきまし
た。

かみ町体験旅行」の北山郁人氏より、「子
ども田舎体験～民泊と農山漁村における
体験学習について～」と題して基調講演
を頂きました。
また、県内での取組事例として、東村で
農家民泊を目的として小学生を送り出して
いる浦添市教育委員会と、その受入を行っ
ているNPO法人東村観光推進協議会より
報告が行われました。
セミナーの後半では、パネラーと会場の
皆さんにより、子どもたちの農山漁村での
宿泊体験活動の推進に向けて活発な意見
交換が行われました。

さらに、セミナー終盤には、琉球大学
農学部の赤嶺光准教授に進行役を務めて
いただき、会場を交えた意見交換が行わ
れました。

にも寄与するものと考えています。
今回、「沖縄らしい」まちづくり・景観づ

くり事業への理解促進と活動の普及等を
目的として10月28日（火）に沖縄県立博物
館・美術館において沖縄総合事務局及び
沖縄県主催で「沖縄らしい景観まちなみ
づくりシンポジウム」を開催しました。
事業報告の他に基調講演や事例紹介、

「これまでの10年とこれからの10年」と題
し、パネルディスカッションも行われました。

～沖縄らしい景観まちなみづくりシンポジウム～

　　　　2014年11月★12月   Muribushi　21



みんなで守る

適正取引

主催　国土交通省、 都道府県
協賛　公益財団法人  建設業適正取引推進機構

11月1日～11月30日
11月は建設業取引適正化推進月間です

契約は着工前に 書面で締結しましょう

見積書
契約書

［工事内
容］

□□□□
□□□□

□□□□
□

 請負代金
の額

　￥○○
○,○○○

,○○○

 工　期

　平成2
5年○月○

日～平成
26年○月

○日

 

 

 

 

開発建設部

運　輸　部

11月は「建設業取引
適正化推進月間」です

平成26年度船員労働安全衛生月間の実施
～海から願う家族の笑顔　笑顔に応える無災害～

平成22年度に創設された「建設業取
引適正化推進月間」は、依然として建設
業の不適切な取引が全国的に指摘され
ており、建設業の健全な発展を促進する
ため、毎年11月を月間として建設業の取
引適正化に関し集中的に取り組む活動を、
国土交通省及び各都道府県で行っていま
す。
その活動の一環として沖縄総合事務局
開発建設部では、「建設業法令遵守等講
習会」や建設業許可業者への立入検査

本年度も船員災害の減少と船内にお
ける安全で快適な作業環境、居住環境
の実現を目指して９月１日～ 30日の１ヶ
月間を船員労働安全衛生月間とし、“海
から願う家族の笑顔　笑顔に応える無災
害”をスローガンに月間中、各種の行事
を展開しました。
月間直前の８月27日（水）に、那覇第
２地方合同庁舎において第41回沖縄船
員災害防止大会を開催し、安全衛生月間
が実質的にスタートしました。
本大会では、家族も一体となって船員

特別講演大会宣言

災害・疾病の減
少目標の達成を目
指すことを誓った
大会宣言がなさ
れたほか、「美歩学
トレーニングサロ
ン」理学療法士
の はまもり あん
な さんによる「健康長寿の秘策は毎日
の美しい姿勢にあり」と題した特別講演
が行われました。
また、月間中は各船舶の安全・衛生

を実施します。
詳細は、後日沖縄総合事務局ＨＰで

も掲載しますので参照ください。
建設産業・地方整備課では、駆け込

みホットライン（0570-018-240）や新労務
単価フォローアップ相談ダイヤル（0570-
004976）が設置されています。建設業の
取引にあたり、疑問等ありましたら、ご
遠慮なくご利用ください。

指導として、訪船指導員が県内各港に停
泊中の船舶を訪れ、海中転落の事故防
止のための措置や飲料水の管理状況等
の点検を実施しました。

「子メーター （証明用電気計器）」の有効期限は過ぎていませんか!?
有効期限を過ぎた子メーターは使用できません！

公的機関を含むビル内のテナント、アパ－ト、社宅等の電気料金の配分、太陽光発電等の売電に用いられる電気計器を子メーター
（証明用電気計器）と呼んでいます。
　☆検定に合格し、有効期限内のものでないと使用できません。（計量法第16条）
　☆国、都道府県又は特定市町村の立入検査等があります。（計量法第148条）
　☆有効期限が切れた子メーターを使用した場合、罰則があります。（計量法第172条）
期限切れの子メ－タ－は、一度取り外し修理して検定合格後に再取り付けするか、検定済の計器に取り替えます。
〔お問い合わせ先〕
　●電気メ－タ－に関する計量法について…内閣府　沖縄総合事務局　経済産業部　エネルギー対策課　 ☎098(866)1759
　●検定について …………………………………………………………… 日本電気計器検定所　沖縄支社　☎098(934)1491

粗画像

inf
orm

ati
on

22  Muribushi 2014年11月★12月   　


